
■第３７７回食品安全委員会 

 

日時：平成２３年４月７日（木）１４：００～１４：５８ 

傍聴者：１１名 

 

議事概要： 

（１）食品安全基本法第１１条第１項第１号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でな

いときについて（照会） 

１）食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１１条第１項の規定に基づき定められた「食品、

添加物等の規格基準」（昭和３４年厚生省告示第３７０号）から、添加物２品目（Ｎ－アセチルグ

ルコサミン及びダンマル樹脂）の成分規格及び添加物３品目（ニンニク抽出物、ペパー抽出物及

びワサビ抽出物）の製造基準を削除すること 

・厚生労働省からの説明。 

・食品安全基本法第１１条第１項第１号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないと

きに該当することが確認された。 

 

（２）食品安全基本法第２４条に基づく委員会の意見について 

１）動物用医薬品「プリフィニウム」に係る食品健康影響評価について 

・「プリフィニウムの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を、０．００４ｍｇ／ｋｇ体重／日と設定する。」

との審議結果が了承され、リスク管理機関（厚生労働省）へ通知することとなった。 

＊自律神経剤で、牛の胃腸管の痙攣や疼痛の緩解等に用いられます。 

ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）が設定されています。 

２）動物用医薬品「マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症・マイコプラズマ・シノビエ感染症

混合生ワクチン（ノビリスＭＧＭＳ）」に係る食品健康影響評価について 

・「マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症・マイコプラズマ・シノビエ感染症混合生ワクチン（ノ

ビリスＭＧＭＳ）」については、「本製剤が、適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒ

トの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。」との審議結果が了承され、リス

ク管理機関（農林水産省及び厚生労働省）へ通知することとなった。 

＊鶏のマイコプラズマ・ガリセプチカム及びマイコプラズマ・シノビエ感染に伴う呼吸器疾病（気

嚢炎）及び産卵率低下の軽減を目的とする鶏用の生ワクチンです。 

 

（３）「放射性物質に関する緊急とりまとめ」の対外的な説明について 

・事務局から説明。 

・審議の過程での専門家の見解やとりまとめの経緯を含めて、対外的にわかりやすく、きちんと

した説明に努めていくこととなった。 

また、今回の緊急とりまとめにおいて今後の課題とした、ウランやプルトニウムなどの評価、遺

伝毒性発がん物質としての詳細な評価、各核種の体内動態等に関する検討などについて、食品健

康影響評価を継続するため、できるだけ早く専門家によるワーキンググループを設置し、リスク

評価を行っていくこととなった。 

 


